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１．管路管理の制度 

 下水道事業を実施している自治体は全国で約 1,500 団体であり、平成 30 年度末

で下水道処理人口普及率は 79%（汚水処理人口普及率は 91%）に達した一方で、

整備した延長約 47 万 km の管路の老朽化が進行。 

 管路のコンクリート腐食等に伴う道路陥没の多発（年間 3,000～4,000 件）、下

水道管路の点検を計画的実施している地方公共団体が全体の 2 割程度しかない

などの現状から、下水道管路施設の計画的な維持管理を推進していくため、維

持修繕基準の創設、下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドラ

インの策定・公表、下水道ストックマネジメント支援制度の創設がなされた。 
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1.1 維持修繕基準 

 平成 27 年に下水道法を改正し（図 1.1）、下水道の維持修繕基準（図 1.2）を創

設するとともに、事業計画の記載事項として点検の方法・頻度を追加した（図

1.3）。 

 

図 1.1 改正下水道法の概要、下水管渠の点検と調査 

 

図 1.2 改正下水道法における維持修繕基準 
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図 1.2 改正下水道法における維持修繕基準 （続き） 

 

図 1.3 新たな事業計画の全体像 

1.2 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン 

 国土交通省下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部は、改

正下水道法（維持修繕基準及び新たな事業計画）の施行に伴い、下水道事業全

体を俯瞰した最適な維持管理・改築（＝ストックマネジメント）を技術的に支

援するため、点検・調査、修繕・改築等の計画策定から対策の実施に係る一連

を対象とした「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン 

―2015 年版―」を平成 27 年 11 月に策定・公表した。 



 

4 

 地方公共団体が、個々に独自に維持管理・改築に係る方針（ストックマネジメ

ント実施方針）を策定、実行する際に参考となるよう、ストックマネジメント

の基本的な考え方の一例を示したもの。 

 ストックマネジメントでは、実施フロー（図 1.4）のとおり、リスク評価を踏ま

え、明確かつ具体的な施設管理の目標及び長期的な改築事業のシナリオを設定

し、点検・調査計画及び修繕計画を策定する。また、これらの計画を実施し、

評価と見直しを行うとともに、施設情報を蓄積し、ストックマネジメントの精

度向上を図る。 

 

図 1.4 ストックマネジメントの実施フロー 

⑥点検・調査の実施〔Ｄｏ〕
・点検・調査の実施
・点検・調査情報の蓄積

⑨評価〔Check〕と見直し〔Action〕

・健全度・緊急度、対策実施率、状態把握率等の目標との乖離チェック
・定期的な見直しによる精度向上

⑤点検・調査計画〔Ｐｌａｎ〕の策定

目標

達成

不可

⑦修繕・改築計画〔Ｐｌａｎ〕の策定

⑧修繕・改築の実施〔Ｄｏ〕
・修繕・改築の実施
・修繕・改築情報の蓄積・活用

目標

達成

不可

住民及び関係機関等への説明
（アカウンタビリティの向上）

①施設情報の収集・整理
（現状の把握・施設情報システムの構築・活用）

1）基本方針の策定
・頻度
・優先順位
・単位
・項目

2）実施計画の策定
・対象施設・実施時期
・点検・調査の方法
・概算費用

1）基本方針の策定
・診断
・対策の必要性
・修繕・改築の優先順位

2）実施計画の策定
・対策範囲
・長寿命化対策検討対象施設
・改築方法

・実施時期・概算費用

③施設管理の目標設定
・事業の目標（アウトカム）の設定
・事業量の目標（アウトプット）の設定

④長期的な改築事業のシナリオ設定
・管理方法の選定
・改築条件の設定
・最適な改築シナリオの選定

②リスク評価
・リスクの特定
・被害規模（影響度）の検討
・発生確率の検討
・リスク評価
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1.3 下水道ストックマネジメント支援制度 

 平成 28 年度に、下水道施設全体の持続的な機能確保及びライフサイクルコスト

の低減を図るため、ストックマネジメント計画の策定とそれに基づく点検・調

査、長寿命化対策を含めた計画的な改築について財政的に支援する「下水道ス

トックマネジメント支援制度」を創設した（図 1.5）。 

 

図 1.5 下水道ストックマネジメントへの支援 

  

下水道事業のストックマネジメント
実施に関するガイドライン-2015年版-

点検・調査

修繕・改築

地方公共団体ごとの独自の
維持管理・改築に係る
計画・方針など

下水道ストックマネジメント支援制度
（下水道長寿命化支援制度の改正）

【Ｈ２８新規予算制度】

【新たな事業計画】

施設の機能の維持に関する方針

下水道ストック
マネジメント計画に基づく 技術的支援

相互に
連携

財政的支援

主要事項
を記載

【下水道ストックマネジメント支援制度の要件】

下水道ストックマネジメント計画
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２．下水道管路施設の管理業務の実態と課題 

2.1 モノの視点における管路管理の実態 

（1）下水道管路施設の老朽化の進行 

 平成 29 年度末で、管路延長が約 47 万 km に達した一方、施設の老朽化も進行し

ており、標準耐用年数 50 年を超過した管路施設（老朽化管路）は約 1.7 万 km（約

4％）。老朽化管路は、10 年後には約 6.3 万 km（約 13％）、20 年後には約 15

万 km（約 32％）と、今後加速度的に増加する見込み（図 2.1）。 

 
       出典）国土交通省調べ 

図 2.1 下水道管路施設の年度別布設延長及び管理延長 

（2）下水道管路施設の老朽化に起因する道路陥没の発生 

 下水道管路施設に起因する道路陥没が、平成 29 年度に約 3,000 件発生（図 2.2）。 

 布設後 40 年を経過すると、道路陥没の件数が急増する傾向がある（図 2.3）。 

 道路陥没の約 9 割は小規模（深さ 50cm 以下）だが、大規模な陥没も見られる。 

 
         出典）国土交通省調べ 

図 2.2 下水道管路施設に起因する道路陥没の件数 

 

平均経過年数 

26 年 



 

7 

  
         出典）国土交通省調べ 

図 2.3 経過年数別道路陥没箇所数（平成 27 年度） 

（3）下水道管路施設の点検・調査の実施状況 

 下水道管路施設の都市規模別の点検及び調査の実施状況（図 2.4、図 2.5、図 2.6、

表 2.1）を見ると、多くの都市で点検が実施できていないだけでなく、調査につ

いても約 4 割の都市が実施できていず、管路管理が十分に実施できていないこ

とが分かる。 

 点検（マンホール・管口）の実施延長割合は、1 万人以上 30 万人未満の中小都

市で平均値を下回っている。 

 同様に、調査（TV カメラ・潜行目視）の実施延長割合は、1 万人以上 30 万人未

満の中小都市で平均値を下回っている。概ね、都市規模が大きくなるほど、調

査実施割合は高い。全く調査を実施していない団体数は、平成 24 年度以降約 750

団体で一定であり、そのほとんどが 5 万人以下の都市である。 

  
 出典）下水道統計より 

図 2.4 都市規模別の点検実施状況（平成 28 年度） 

点
検
実
施
自
治
体
数
割
合
（ 

％
） 

点
検
実
施
延
長
割
合
（ 

％
） 
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出典）下水道統計より  ※ 一部事務組合構成市町村、流域下水道は除く。 

図 2.5 都市規模別の調査実施状況（平成 28 年度） 

 

       出典）下水道統計より 

図 2.6 調査実施延長割合別の団体数 

政令指定都市 1 20 21 95%
30万人以上都市 3 48 51 94%
10万人以上都市 44 147 191 77%
5万人以上都市 126 127 253 50%
1万人以上都市 388 210 598 35%
1万人未満都市 215 84 299 28%

合計 777 636 1,413 63%

都市規模
調査

実施無
調査

実施有
調査実施

自治体割合
合計

政令指定都市 110,213 3,034 2.8%
30万人以上都市 76,000 1,184 1.6%
10万人以上都市 119,136 1,134 1.0%
5万人以上都市 72,955 392 0.5%
1万人以上都市 72,292 401 0.6%
1万人未満都市 11,544 159 1.4%

合計 462,140 6,304 1.3%

都市規模
調査実施
延長割合

管路延長
合計(km)

調査延長
合計(km)
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表 2.1 都市規模別の調査実施延長割合 

 

 下水道法に基づき、腐食のおそれの大きい下水道管路施設について、5 年に 1 回

以上の点検を義務づけており、国土交通省では、平成 28 年度から点検の実施状

況と結果、措置状況等が分かるように「下水道管路メンテナンス年報」として

とりまとめ、公表している。平成 29年度の結果から、点検を実施した管渠 566.9km

のうち 97.2km（約 17％）で異状が観察された（図 2.7）。 

 

 
出典）下水道管路メンテナンス年報より 

図 2.7 平成 29 年度の点検調査結果、今後の課題 

  

項目
調査実施

無し
（0%）

100年に
1度未満
（～1%）

100～50年
に1度

（1～2%）

50～33年
に1度

（2～3%）

33～25年
に1度

（3～4%）

25～20年
に1度

（4～5%）

20～10年
に1度

（5～10%）

10年に
1度以上
（10%～）

合計

政令指定都市 1 8 3 1 3 1 3 1 21

30万人以上都市 3 27 11 6 2 0 0 2 51

10万人以上都市 44 108 19 11 2 1 5 1 191

5万人以上都市 121 87 17 8 3 3 3 2 244

1万人以上都市 368 129 30 15 8 9 10 5 574

1万人未満都市 211 44 8 4 3 2 9 14 295

計 748 403 88 45 21 16 30 25 1,376
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（4）維持管理情報のデータベース化 

 中小都市の多くで、維持管理情報がデータベース化されていない（図 2.8）。 

 

   出典）国土交通省調べ 

図 2.8 下水道管路施設の台帳データベース化の状況 

2.2 カネの視点における管路管理の実態 

（1）管路施設の維持管理費の推移 

 下水道管路施設のストックが増大しているにも関わらず、維持管理費はほぼ横

ばい。老朽化した管路のストックが急激に増えることから、維持管理費が追い

つかないことが予測される（図 2.9）。 

 
       出典）下水道統計 

図 2.9 管路施設の維持管理費の推移 

※ ここでのデータベー

ス化とは、下水道台帳シス

テムに維持管理情報が、紐

づけられている状態をい

う。「3 データベース化（維

持管理無）」は下水道台帳

の電子化のみ行っている

状態をいう。 
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（2）下水道経営環境 

 日本の人口は、2060 年にピーク時の 7 割まで減少すると推計（中位推計）され

ており、人口減少・高齢化社会が到来している（図 2.10）。 

 今後、人口減少等に伴い水道の有収水量の減少が予測されており（図 2.11）、

下水道使用料の対象となる有収水量も同様の減少傾向になると考えられ、これ

に連動して使用料収入減少が見込まれている。 

 下水道管理者の経営努力等により、近年、下水道経営状況は緩やかに改善して

いるものの、引き続き下水道経営の改善は大きな課題である（図 2.12）。 

 

図 2.10 日本の将来人口の推移 

 

図 2.11 将来の有収水量（水道） 
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図 2.12 経費回収率の推移 

2.3 人の視点における管路管理の実態 

（1）下水道職員数の減少 

 下水道部署正規職員数は、平成 9 年度のピーク時と比較とすると、平成 28 年度

までの 20 年間で 6 割にまで減少（図 2.13）。更にこの傾向は続くと予想され、

管路管理の執行体制の脆弱化が懸念される。 

 
   出典）地方公共団体定員管理調査結果（総務省） 

図 2.13 下水道部署正規職員数の推移 
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 出典）地方公務員数： 地方公務員給与実態調査 

    下水道部署正規職員数： 下水道統計 

図 2.14 全国地方公務員数と下水道部署正規職員数の推移 

（2）都市規模別の下水道職員数 

 5 万人未満の都市においては、技術職員が 1 名未満となっている都市も多く存在

していることが見受けられる（図 2.15）。 

 
   出典）地方公務員給与実態調査 

図 2.15 都市規模別の下水道平均職員数（H29.3） 
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2.4 管路管理を実施する上での課題 

（1）モノの視点 

 標準耐用年数 50 年を超過する管路（老朽化管路）の延長が、10 年後には約 6.3

万 km（整備延長の約 13％）、20 年後には約 15 万 km（整備延長の約 32％）に

なると見込まれ、今後老朽化が加速的に増加する。 

 下水道管路施設の点検・調査実施割合は中小自治体で低い。調査を全く実施し

ていない自治体も多く、老朽化の状態把握ができていない可能性が高い。 

 下水道台帳における維持管理情報のデータベース化も、中小自治体で実施率が

低く、維持管理情報を含む施設情報の集積が遅れている。 

（2）カネの視点 

 老朽化する下水道管路ストックが加速度的に増加する一方で、近年の管路施設

の維持管理費は横ばい傾向であり、今後の人口減少による使用料収入の減少が

見込まれていることから、不具合への対応が追いつかないおそれがある。 

（3）人の視点 

 下水道部署正規職員数は、平成 9 年度のピーク時から、20 年間で 6 割にも減少

しており、管路管理のための執行体制の確保が困難なおそれがある。5 万人未満

の都市では、技術職員が 1 名未満となっているところが多く存在。 
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３．下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託の推進 

3.1 適切な管路管理の実践に向けて 

 下水道管路ストックの増大及び老朽化に応じて、管路管理の重要度が高まり、

財源、執行体制の制約が相対的に高まっている。 

 ストックマネジメント計画の策定・実施等、適切な管路管理の実践に向けて、

特に、執行体制が脆弱な中小自治体において、管路施設の包括的民間委託の導

入をはじめとした民間リソースを活用する手法が有効な手段になる。 

 

    出典）現行ガイドライン p2 

3.2 包括的民間委託の推進に向けた取組み 

 現行ガイドラインの策定・公表後、下水道管路施設の管理業務における包括的

民間委託の推進に向けて、以下の取組みがなされてきた。 

（1）「下水道における新たな PPP/PFI 事業の促進に向けた検討会」の開催 

 国土交通省下水道部は、平成 27 年 10 月より 2～3 か月に 1 回の頻度で「下水道

における新たな PPP/PFI 事業の促進に向けた検討会」を開催しており、コンセ

ッション方式、包括的民間委託、汚泥の有効利用、広域化・共同化を主なテー

マとして、先進的な取組みを実施又は導入を検討している自治体から事例を紹

介いただき、意見交換等を実施。 

 下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託についても、先進的な取組

みが紹介された。 

（例）大阪府 河内長野市： 第 2 回（H28.1）、第 6 回（H28.9）、第 20 回（R1.8） 

   千葉県 柏市： 第 5 回（H28.7）、第 10 回（H29.6）、第 17 回（H30.12） 

   静岡県 富士市： 第 4 回（H28.5）、第 10 回（H29.6）、第 18 回（H31.3） 

（2）「下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入事例集」の作成・公表 

 国土交通省下水道部は、平成 29 年 3 月に、14 自治体 21 件の包括的民間委託の

導入事例について、導入経緯、導入効果、維持管理計画との関係、事業スキー

ム、庁内合意形成における苦労・工夫等をとりまとめた「下水道管路施設の管

理業務における包括的民間委託導入事例集」を作成・公表した。 

1.2 包括的民間委託導入の意義と想定される効果 

 今後、下水道施設の老朽化が進む中、下水道管理者である自治体は、限ら

れた予算および職員数の範囲で、維持管理を計画的に行い、下水道施設の保

全および機能の確保、事故等の防止を目的とした予防保全型維持管理への早

期転換が求められており、その手段として、民間リソースを活用した包括的

民間委託の導入が有効である。包括的民間委託は、複数業務のパッケージ化

および複数年契約による維持管理業務の効率化を通じて、維持管理の質の確

保・向上およびコスト縮減を図り、早期に予防保全型維持管理へと転換を図

ることが期待される。 
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（3）「下水道管路管理の包括的民間委託推進マニュアル（案）」の発行 

 （公財）日本下水道新技術機構は、平成 31 年 3 月に、包括的民間委託の企画・

立案から発注・履行監視に至るまでの各段階におけるプロセスについて解説し、

各自治体での導入が促進するよう、その手法をとりまとめた「下水道管路管理

の包括的民間委託推進マニュアル（案）」を発行した。 

（4）「下水道施設維持管理積算要領 ―管路施設編― 2011 年版」の改訂 

 （公社）日本下水道協会は、令和元年度に「下水道施設維持管理積算要領 ―

管路施設編― 2011 年版」を改訂予定であり、包括的民間委託の発注時におけ

る積算状況を把握するために、包括的民間委託を導入した自治体に対してアン

ケート調査を実施している。 
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４．下水道管路施設の包括的民間委託の導入状況 

4.1 導入団体数 

 現行ガイドラインの策定時（平成 26 年 3 月）に導入件数は 19 件であったが、5

年間が経過した平成 31 年 4 月時点で 32 件（23 団体）に増えた（表 4.1）。 

 近年では、業務パッケージの内容が多様化しており、点検・調査・修繕等の計

画的業務に加えて、ストックマネジメント計画策定業務、改築更新を含んだパ

ッケージを導入している地方自治体も見られる。 

表 4.1 下水道管路施設の包括的民間委託の導入団体一覧表 

No. 団体名等 委託業務名 実施年月日 

1 北海道 旭川市 下水道施設維持管理業務 H28.4.1 

2 北海道 岩見沢市 下水道管路施設維持管理業務 H29.4.1 

3 北海道 十勝圏複合

事務組合 

下水道施設運転管理業務 H30.4.1 

4 茨城県 守谷市 守谷市管路施設管理業務委託 H29.4.1 

5 千葉県 印旛沼流域下水道花見川終末処理場他維持管理包括委託 H31.4.1 

印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場他維持管理包括委託 H30.4.1 

手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場他維持管理包括委託 H30.4.1 

6 千葉県 柏市 柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託 H30.10.1 

7 東京都 青梅市 青梅市公共下水道管きょ維持管理業務委託（長期継続契約） H29.4.1 

8 長野県 諏訪湖流域下水道維持管理 豊田終末処理場包括運転管理業

務 

H30.4.17 

9 長野県 安曇野市 安曇野市下水道施設等維持管理業務委託 H29.4.1 

10 静岡県 伊東市 伊東市公共下水下水道施設等維持管理業務委託 H29.4.1 

11 静岡県 富士市 富士市終末処理場管理運転等業務委託 H27.8.1 

12 愛知県 豊田市 豊田市下水道管路施設包括的維持管理業務委託 H30.6.8 

13 石川県 かほく市 かほく市上下水道施設維持管理業務 H30.4.1 

14 滋賀県 大津市 管渠維持管理等業務委託 H28.4.1 

15 大阪府 大阪市 大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 H29.4.1 

16 大阪府 堺市 堺市北部下水道管路施設維持管理等業務 H31.4.1 

堺市南部下水道管路施設維持管理等業務 H31.4.1 

17 大阪府 河内長野市 河内長野市下水道管路施設包括的管理業務 H28.3.15 

18 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市下水道管路施設包括的維持管理業務 H28.4.1 

19 奈良県 奈良市 奈良市東部地域等における上下水道施設等包括的維持管理業

務委託 

H30.10.1 

20 鳥取県 鳥取市 鳥取市東部地域千代川右岸下水道等施設包括的管理委託業務 H31.4.1 

鳥取市東部地域千代川左岸下水道等施設包括的管理委託業務 H31.4.1 

鳥取市福部地域下水道等施設包括的管理委託業務 H31.4.1 

鳥取市西部地域下水道等施設包括的管理委託業務 H31.4.1 

鳥取市南部地域下水道等施設包括的管理委託業務 H31.4.1 

21 高知県 土佐町 土佐町上下水道事業に係る運転管理委託業務 H29.4.1 

22 佐賀県 鳥栖市 鳥栖市浄化センター維持管理業務 H28.4.1 

23 宮崎県 都城市 中央終末処理場等包括的維持管理業務委託 H30.4.1 

高城浄化センター等包括的維持管理業務委託 H30.4.1 

都城浄化センター等包括的維持管理業務委託 H30.4.1 

  ※ 平成 31 年 4 月現在。 
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4.2 先進事例の紹介 

（1）大阪府 河内長野市 

 
※ 令和元年 10 月時点。第 2 期下水道管路施設の包括的民間委託の内容。 

【管路包括の取組背景】 

・人口減少・高齢化等に伴う使用料収入の減少 

・施設の老朽化、下水道法改正に伴う適切な管路管理 

・下水道管理者としての維持管理能力（技術力）の低下 

【取組概要】 

・既に民間委託している業務や直営業務をパッケージ化（業務の一元化）。 

・業務費用の増加を抑制（スケールメリット）。 

・民間事業者の技術力、ノウハウさらには機動性を活用した対応。 

・職員の事務負担の軽減。 

・技術継承を民が補完。 

【管路包括への期待効果】 

・計画的維持管理業務： 溢水・陥没事故の未然防止、業務一元化で事業者間の調整

不要 

・計画等策定業務： 下水道管路機能を維持しつつ、改築投資額を低減 

・日常的維持管理業務： 市民サービスの向上 

・受託者と委託者の双方の意見交換から、従来業務を見直し改善を行い維持管理能力

が向上。 

  

項目 項目

委託件名 排除方式

契約期間

予定価格／契約金額

受託者

布設総延長 問題解決業務

包括対象延長 住民対応業務

災害対応業務

マンホールポンプ 4ヵ所

処理場 ―

ポンプ施設 ― 他施設・業務

選定方式

管路施設 ― 応募企業数

マンホールポンプ ―

処理場 ―

浄水施設 ―

送水施設 ―

排水施設 ―

深井戸 ―

管路施設 ―

不明水対策

計画的業務 巡視・点検、調査、清掃、修繕（小規
模）、維持管理情報管理、次年度以
降の維持管理業務の提案、下水道維
持管理計画の見直し

内容 内容

河内長野市下水道管路施設包括的管理業務 分流

平成28年3月15日～令和3年3月31日 業務範囲（仕様規定）

200,000,000（円）/199,260,000（円）

下水道管路延長

545（kｍ）

60（kｍ）

積水化学・管清工業・日水コン・都市技術センター・藤野
興業共同企業体

住民対応、事故対応

他施設の包含状況

下水道施設

集落排水施設

水道施設

公募型プロポーザル

マンホールポンプの点検・清掃業務

その他 改築・更新、ストックマネジメント計画
策定

被害状況把握等、二次災害防止等緊
急措置・対応

導入効果 ■コスト削減効果なし
■予防保全の実現、公共側の事務負担の軽減、苦情対
応スピードの改善、マニュアル化の促進
■河内長野市では維持管理のノウハウに乏しいなど課
題があったが、導入により双方によるマニュアル化が少し
ずつ進んでいる。

導入背景及び理由 施設の不具合等が増加し費用・事務負担が増大し、また
陥没事故などのによる2次災害の発生の危険性が増大
し、維持管理の適正化が必要となるものの、職員の経
験・技術力が不足していることから民間の技術力・ノウハ
ウと機動性を活用したいと考えたため。

1社

包括的民間委託の導入 
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（2）千葉県 柏市 

 

※ 令和元年 10 月時点。 

【管路包括の取組背景】 

・下水道施設の老朽化： 年間約 10～30 か所の道路陥没が発生。 

・維持管理方針の移行： 事後保全型維持管理から予防保全型維持管理への移行が必

要 

・人員不足： 膨大な距離の管路調査・点検、予防保全的な改築を行うための人員が

不足 

・予算不足： 老朽化対策を実施するための予算が不足。 

【取組概要】 

・長寿命化工事により道路陥没件数が減少したことで、SM 計画の有効性が確認できた。 

・予防保全型の維持管理を実践するため、膨大な管路調査、改築が必要。 

【管路包括への期待効果】 

・職員の事務負担の軽減 

・市のコスト削減 

・公共リスクの低減 

・民間ノウハウの活用 

・迅速・適切な対応 

・複数分野の類似業務とりまとめによる民間側のコスト低減 

・民の新たな雇用の創出 

項目 項目

委託件名 排除方式

契約期間

予定価格／契約金額

受託者

問題解決業務

住民対応業務

災害対応業務

布設総延長 その他

包括対象延長 選定方式

応募企業数

導入背景及び理由

マンホールポンプ 64ヵ所

処理場 ―

ポンプ施設 1ヵ所

管路施設 ―

マンホールポンプ ―

処理場 ―

浄水施設 ―

送水施設 ―

排水施設 ―

深井戸 ―

管路施設 ―

1,300（kｍ） 改築・更新（布設替えは除く）

公募型プロポーザル

2者

内容 内容

分流

平成30年10月2日から令和4年9月30日まで

下水道施設

集落排水施設

水道施設

導入効果 定量的効果
■コスト削減効果　　年間7千5百万円
■人件費削減効果　年間約3千7百万円
定性的効果
■技術継承
・市と受託者、共同での勉強会、現場見学会の実施
・大手企業から地元企業への技術継承
■事務負担の軽減　職員4人相当の負担軽減
■予防保全の実現
　・4年間で約500kmの点検・調査、約4kmの改築
■苦情の減少　平成30年度のアウトカム目標の達成
　陥没、ツマリ、苦情等の7割程度削減　2019.6末時点
■その他
　地域貢献（柏まつり、出前授業、地域清掃作業など）

柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理
業務委託

積水化学工業(株)（代表企業）,柏管更生有限責任事業
組合,東葛環境整備事業協同組合,管清工業(株),(株)東
京設計事務所,パシフィックコンサルタンツ(株),(株)奥村組

業務範囲（仕様規定）

巡視・点検、調査、清掃、維持管理情
報管理、次年度以降の維持管理業務
の提案、下水道維持管理計画の見直
し

計画的業務

―

―

■背景・経緯　・管路の老朽化に伴う陥没・ツマリ・悪臭
　　　　　　　　　の増加
　　　　　　　　　・膨大な距離の下水道管路の点検・調査
　　　　　　　　　予防的な改築工事の発生
■目的　・企画提案による民間ノウハウの活用、企業体
　　　　　　内による横串の連携
　　　　　・点検・調査、改築工事の効率性と迅速性
　　　　　・事業予算の平準化、コストの削減

500（kｍ）

他施設の包含状況

―

3,338,100,000円/3,337,575,958円

下水道管路延長

包括的民間委託の導入 
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（3）静岡県 富士市 

 

※ 令和元年 10 月時点。処理場の包括民間委託（4 期目）に管路施設の巡視・点検を含む。 

【管路包括の取組背景】 

・老朽化施設の増加： 30 年経過管 約 210km（2 割） → 10 年後 約 528km（6 割） 

・下水道財政の逼迫： 使用料収入の減少（人口減少、節水）及び維持管理費の増大 

持続可能な下水道事業の実現のため、以下について検討が必要であった。 

・適切な維持管理（事後保全から予防保全へ転換） 

・LCC の最小化 

⇒ SM の構築が必要・・・早急な管路施設のデータ蓄積及び状態把握 

【取組概要】 

・処理場の運転管理委託（包括的民間委託）の業務に、管路点検を追加し、維持管理

を集約・効率化（官民連携） 

・管路の点検施設優先度の設定・・・リスク評価に基づく（選択と集中） 

【管路包括への期待効果】 

・施設全体の LCC の最小化（3 条、4 条予算のベストミックス） 

・施設寿命劣化メカニズムの解析 

・リスク評価の高精度化（ハザードマップ） 

・下水道機能の安定的確保 

・施設を熟知することによる災害時の対応強化 

項目 項目

委託件名 排除方式

契約期間

予定価格／契約金額

受託者

問題解決業務

住民対応業務

布設総延長 災害対応業務

包括対象延長 その他

他施設・業務

選定方式

マンホールポンプ 55ヵ所 応募企業数

処理場  2ヵ所

ポンプ施設 ―

管路施設 ―

マンホールポンプ ―

処理場 ―

浄水施設 ―

送水施設 ―

排水施設 ―

深井戸 ―

管路施設 ―

内容 内容

富士市終末処理場管理運転等業務委託 分流

平成27年8月1日～令和2年7月31日 業務範囲（仕様規定）

導入効果 ■コスト削減効果なし
■予防保全の実現、不明水の削減、苦情の低減、
技術開発の促進
■維持管理情報の蓄積
ストックマネジメント計画の高度化
不明水重点対策地区の特定

導入背景及び理由 下水道財政逼迫の中、老朽化施設の急増に対処す
るには予防保全型管理への移行が必須と考え、ま
ずは施設状況を適切に把握するために、処理場管理
において実施している包括的民間委託を活用した。

下水道施設

集落排水施設

水道施設

―

1社

4,102,840,000　（円税抜）
/4,040,000,000　（円税抜）

不明水対策

計画的業務 巡視・点検、清掃、修繕（小規
模）、維持管理情報管理、次年度
以降の維持管理業務の提案

公募型プロポーザル

他施設の包含状況 ―

下水道管路延長

890.857（kｍ）

793.414（kｍ）

ウォーターエージェンシー・パシフィックコンサルタンツ
特定共同企業体

―

―


